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令
和

８
年

度
専

門
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

募
集

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
（
案

）

専 門 医 機 構 厚 生 労 働 省 都 道 府 県

１
０

月
（
予

定
）

令
和

８
年

度
専

門
医

養
成

数
に

関
す

る
検

討
協

議
会

(シ
ー

リ
ン

グ
協

議
会

)

令
和

７
年

厚
生

労
働

大
臣

の
意

見
・
要

請
を

踏
ま

え
て

各
研

修
施

設
・
学

会
プ

ロ
グ

ラ
ム

修
正

プ
ロ

グ
ラ

ム
審

査

１
１

月
～

（
予

定
）

採
用

開
始

14

第
３

回
医

師
専

門
研

修
部

会

９
月

（
予

定
）

６
月

シ
ー

リ
ン

グ
(案

)
決

定

プ
ロ

グ
ラ

ム
登

録

シ
ー

リ
ン

グ
（
案

）
を

踏
ま

え
各

研
修

施
設

・学
会

が
暫

定
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

・
審

査

地
域

医
療

対
策

協
議

会

※
医

師
法

第
1
6
条

の
1
0
第

４
項

７
/
２

４

第
２

回
医

師
専

門
研

修
部

会
照 会

シ ー リ ン グ

( 案 ) 提 示

都 道 府 県 へ 情 報 提 供

日
本

専
門

医
機

構
理

事
会

知 事 か ら

意 見 提 出

～
８

/
１

９
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【
令

和
８

年
度

募
集

】
シ

ー
リ

ン
グ

の
設

定
方

法
に

つ
い

て
①

２
．

シ
ー

リ
ン

グ
対

象
と

す
る

都
道

府
県

診
療

科
の

選
定

「
平

成
30

年
(2

01
8年

)の
医

師
数

」
≧

「
平

成
30

年
(2

01
8年

)の
必

要
医

師
数

」
か

つ
「

平
成

30
年

(2
01

8年
)の

医
師

数
」

≧
「

令
和

６
年

(2
02

4年
)の

必
要

医
師

数
」

を
満

た
す

都
道

府
県

診
療

科
。

※
過

去
３

年
間

（
令

和
５

-７
年

度
）

の
採

用
数

の
平

均
が

５
人

以
下

の
場

合
は

、
シ

ー
リ

ン
グ

対
象

外
と

す
る

。
※

令
和

８
年

度
(2

02
6年

度
)に

つ
い

て
は

、
「

令
和

４
年

(2
02

2年
)の

医
師

数
」

＜
「

令
和

６
年

(2
02

4年
)の

必
要

医
師

数
」

を
満

た
す

場
合

は
シ

ー
リ

ン
グ

対
象

外
と

す
る

。
※

「
医

師
数

」
は

、
い

ず
れ

も
性

年
齢

構
成

を
反

映
し

た
仕

事
量

に
換

算
し

た
人

数
。

１
．

シ
ー

リ
ン

グ
対

象
の

診
療

科
※

変
更

な
し

内
科

、
小

児
科

、
皮

膚
科

、
精

神
科

、
整

形
外

科
、

眼
科

、
耳

鼻
咽

喉
科

、
泌

尿
器

科
、

脳
神

経
外

科
、

放
射

線
科

、
麻

酔
科

、
形

成
外

科
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
科

の
13

診
療

科

例
外

と
し

て
シ

ー
リ

ン
グ

の
対

象
外

と
す

る
診

療
科

は
、

外
科

・
産

婦
人

科
１

)  、
病

理
・

臨
床

検
査

２
) 、

救
急

・
総

合
診

療
科

３
)

の
６

診
療

科
１

)平
成

6年
度

と
比

較
し

て
平

成
28

年
度

の
医

師
数

自
体

が
減

少
し

て
い

る
な

ど
の

理
由

２
)専

攻
医

が
著

し
く

少
数

で
あ

る
等

の
理

由
３

)今
後

の
役

割
に

つ
い

て
さ

ら
な

る
議

論
が

必
要

と
さ

れ
て

い
る

等
の

理
由

３
．

通
常

プ
ロ

グ
ラ

ム
数

の
設

定
（

１
）

通
常

プ
ロ

グ
ラ

ム
の
基
本
数

：
当

該
診

療
科

の
過

去
３

年
間

の
全

国
専

攻
医

採
用

数
の

平
均

×
（

都
道

府
県

の
人

口
/全

国
の

総
人

口
）

※
小

児
科

に
つ

い
て

は
、

（
都

道
府

県
の

15
歳

未
満

人
口

/全
国

の
15

歳
未

満
総

人
口

）
と

す
る

。

（
２

）
通

常
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
加
算
数

：
（

１
）

の
数

が
、

過
去

３
年

間
の

平
均

採
用

数
に

達
し

て
い

な
い

場
合

、
「

過
去

３
年

間
の

平
均

採
用

数
に

達
し

な
い

範
囲

」
か

つ
「

通
常

プ
ロ

グ
ラ

ム
基

本
数

の
1５

％
ま

で
の

範
囲

」
で

、
通

常
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
加

算
を

可
能

と
す

る
。

※
（

１
）

に
お

い
て

は
、

直
近

の
過

去
3年

間
平

均
採

用
数

を
超

え
て

設
定

す
る

こ
と

を
 許

容
。

一
方

で
、

（
２

）
は

過
去

３
年

間
平

均
採

用
数

に
満

た
な

い
範

囲
で

加
算

す
る

こ
と

と
す

る
。

2
（

次
ペ

ー
ジ

に
続

く
）

令
和

７
年

度
第

２
回

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
-
１

令
和

７
年

７
月

2
4
日

日
本

専
門

医
機
構

資
料
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【
令

和
８

年
度

募
集

】
シ

ー
リ

ン
グ

の
設

定
方

法
に

つ
い

て
②

４
．

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

設
置

（
３

）
連

携
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
設

置
数

３
．

に
よ

る
通

常
プ

ロ
グ

ラ
ム

数
が

、
過

去
３

年
間

の
平

均
採

用
数

に
満

た
な

い
場

合
、

過
去

３
年

間
の

平
均

採
用

数
に

達
し

な
い

範
囲

で
、

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

設
置

を
可

能
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
年

度
の

通
常

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

お
け

る
地

域
貢

献
率

（
※

）
が

原
則

20
％

以
上

で
あ

る
こ

と
を

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

設
定

の
た

め
の

必
須

条
件

と
す

る
。

（
※

）
地

域
貢

献
率

＝
Σ

（
各

専
攻

医
が

「
シ

ー
リ

ン
グ

対
象

外
の

都
道

府
県

」
及

び
「

当
該

都
道

府
県

の
医

師
少

数
区

域
」

で
研

修
を

実
施

し
て

い
る

期
間

Σ
（

各
専

攻
医

に
お

け
る

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

総
研

修
期

間
）

（
４

）
連

携
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
内

訳
の

設
定

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

、
令

和
７

年
度

募
集

の
シ

ー
リ

ン
グ

数
と

同
様

の
内

容
及

び
比

率
（

設
定

数
）

と
す

る
。

（
イ

）
連

携
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
都

道
府

県
限

定
分

以
外

）
（

ロ
）

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

都
道

府
県

限
定

分
）

（
ハ

）
特

別
地

域
連

携
プ

ロ
グ

ラ
ム

※
３

．
の

時
点

で
、

直
近

の
過

去
3年

間
平

均
採

用
数

を
超

え
た

場
合

は
、

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

設
置

さ
れ

な
い

。
 

※
令

和
８

年
度

に
お

い
て

は
、

特
別

地
域

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

都
道

府
県

限
定

分
を

含
む

）
へ

振
替

え
る

こ
と

を
許

容
。

留
意

事
項

＜
シ

ー
リ

ン
グ

数
が

全
国

採
用

数
の

一
定

割
合

に
満

た
な

い
場

合
の

配
慮

＞
・

算
出

さ
れ

た
シ

ー
リ

ン
グ

数
が

、
当

該
診

療
科

の
過

去
３

年
間

の
全

国
専

攻
医

採
用

数
の

平
均

の
1.

7%
に

満
た

な
い

場
合

、
前

回
シ

ー
リ

ン
グ

数
を

超
え

な
い

範
囲

で
通

常
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
追

加
す

る
こ

と
を

可
能

と
す

る
。

＜
シ

ー
リ

ン
グ

対
象

外
と

す
る

医
師

＞
※

変
更

な
し

・
①

又
は

②
の

医
師

の
う

ち
、

専
攻

医
期

間
に

医
師

少
数

区
域

又
は

医
師

少
数

ス
ポ

ッ
ト

で
専

門
研

修
を

行
う

予
定

の
者

。
①

都
道

府
県

と
卒

業
後

一
定

期
間

、
当

該
都

道
府

県
内

で
医

師
と

し
て

就
業

す
る

契
約

を
締

結
し

た
者

（
修

学
資

金
の

貸
与

の
有

無
を

問
わ

な
い

）
②

自
治

医
科

大
学

を
卒

業
し

た
医

師
・

既
に

基
本

領
域

専
門

医
を

取
得

済
み

の
ダ

ブ
ル

ボ
ー

ド
取

得
希

望
者

。
3

令
和

７
年

度
第

２
回

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
-
１

令
和

７
年

７
月

2
4
日

日
本

専
門

医
機
構

資
料

3



シ
ー

リ
ン

グ
に

お
け

る
各

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

つ
い

て

4

連
携

先
連

携
先

の
研

修
期

間

都
道

府
県

限
定

分
足

下
充

足
率

0
.8

以
下

の
都

道
府

県
1
年

6
ヶ

月
以

上

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
(都

道
府

県
 限

定
分

を
除

く
)

シ
ー

リ
ン

グ
対

象
外

の
都

道
府

県
1
年

6
ヶ

月
以

上

特
別

地
域

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム

足
下

充
足

率
0
.7

以
下

（
小

児
科

は
0
.8

以
下

）の
都

道
府

県
の

医
師

少
数

区
域

等
1
年

以
上

通
常

プ
ロ

グ
ラ

ム

募
集

や
採

用
に

あ
た

り
生

じ
る

要
件

は
な

い
※

基
本

領
域

毎
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
整

備
基

準
に

お
い

て
定

め
ら

れ
る

地
域

研
修

等
の

要
件

は
あ

る

募
集

や
採

用
に

あ
た

り
生

じ
る

要
件

は
な

い
※

基
本

領
域

毎
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
整

備
基

準
に

お
い

て
定

め
ら

れ
る

地
域

研
修

等
の

要
件

は
あ

る

※
足

下
充

足
率

2
01

6
足

下
医

師
数

/2
0
1
6
必

要
医

師
数

ま
た

は
20

18
足

下
医

師
数

/
20

1
8必

要
医

師
数

※
精

神
科

は
、

他
に

精
神

保
健

指
定

医
連

携
枠

を
設

置
す

る
こ

と
が

可
能

通
常

募
集

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
基

本
数

）

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム

都
道

府
県

限
定

分

直
近

の
過

去
３

年
間

の
平

均
採

用
数

の
一

定
割

合
に

満
た

な
い

分
（各

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

割
合

は
、

令
和

７
年

度
の

も
の

を
維

持
）

当
該

診
療

科
の

直
近

の
過

去
３

年
間

の
全

国
専

攻
医

採
用

数
の

平
均

×
（
都

道
府

県
人

口
/
全

国
の

総
人

口
）

加
算

分

直
近

の
過

去
３

年
間

の
平

均
採

用
数

の
一

定
割

合
に

満
た

な
い

場
合

、
所

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

に
加

算
（
上

限
あ

り
）

特
別

地
域

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム

○
シ

ー
リ

ン
グ

の
内

訳
と

し
て

は
、

基
本

と
な

る
「通

常
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
の

ほ
か

、
採

用
数

の
激

変
緩

和
の

観
点

か
ら

設
け

ら
れ

た
「
連

携
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
が

あ
る

。

○
連

携
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
は

、
地

域
医

療
に

資
す

る
観

点
か

ら
、

シ
ー

リ
ン

グ
対

象
外

の
都

道
府

県
で

の
一

定
期

間
の

研
修

を
設

け
て

お
り

、
さ

ら
に

一
部

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
つ

い
て

は
連

携
先

都
道

府
県

を
足

下
充

足
率

の
低

い
地

域
に

指
定

し
て

い
る

。

○
さ

ら
に

、
令

和
５

(2
0
2
3)

年
度

専
攻

医
採

用
か

ら
導

入
さ

れ
た

特
別

地
域

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

、
足

下
充

足
率

が
低

い
都

道
府

県
の

医
師

少
数

区
域

に
指

定
し

て
い

る
。

○
令

和
８

年
度

に
お

い
て

は
、

特
別

地
域

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
（都

道
府

県
限

定
分

を
含

む
）
へ

振
替

え
る

こ
と

を
許

容
。

令
和

７
年

度
第

２
回

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
-
１

令
和

７
年

７
月

2
4
日

日
本
専

門
医
機

構
資
料

4



【
令

和
８

年
度

募
集

】
専

門
研

修
指

導
医

の
派

遣
実

績
の

枠
数

へ
の

換
算

5

○
専

門
研

修
指

導
医

の
派

遣
実

績
の

枠
数

へ
の

換
算

及
び

加
算

数
の

設
定

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
と

お
り

と
し

た
。

（
１

）
全

派
遣

実
績

に
つ

い
て

は
、

１
人

年
に

対
し

、
0.5

枠
に

換
算

す
る

。
（

２
）

よ
り

高
い

評
価

を
行

う
こ

と
と

し
た

「
指

導
医

派
遣

の
ニ

ー
ズ

が
よ

り
高

い
地

域
へ

の
派

遣
」

に
該

当
す

る
地

域
は

、
「

足
下

充
足

率
0.7

以
下

の
都

道
府

県
」

と
し

、
こ

の
地

域
へ

の
派

遣
実

績
は

、
１

人
年

に
対

し
、

さ
ら

に
0.5

枠
分

の
換

算
を

可
能

と
す

る
。

（
全

派
遣
実
績
(人

年
)）

×
0.5

枠
＋

（
足

下
充

足
率

0.7
以

下
の

都
道

府
県
へ

の
派
遣

実
績

(人
年

)）
×

 0.
5枠

１
．

指
導

医
派

遣
実

績
の

加
算

枠
数

へ
の

換
算

方
法

加
算

数
の

上
限

は
、

通
常

プ
ロ

グ
ラ

ム
基

本
数

の
15

％
分

と
し

、
こ

の
上

限
の

範
囲

内
で

、
上

記
１

．
の

換
算

枠
数

の
加

算
を

可
能

と
す

る
。

２
．

加
算

数
に

つ
い

て

令
和

８
年

度
の

換
算

後
枠

数
及

び
加

算
数

を
別

紙
に

示
す

。

３
．

令
和

８
年

度
の

加
算

数

令
和

７
年

度
第

２
回

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
-
１

令
和

７
年

７
月

2
4
日

日
本
専

門
医
機

構
資
料

5



【
令

和
８

年
度

募
集

】
専

門
研

修
指

導
医

の
派

遣
実

績
の

定
義

等

6

○
専

門
研

修
指

導
医

の
派

遣
実

績
と

す
る

の
は

、
以

下
の

（
１

）と
（
２

）の
い

ず
れ

も
満

た
す

場
合

と
し

、
実

績
を

収
集

し
た

。

（イ
）
専

門
研

修
施

設
（
基

幹
施

設
ま

た
は

連
携

施
設

）又
は

そ
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

医
療

機
関

へ
の

派
遣

で
あ

る
こ

と

（ロ
）
シ

ー
リ

ン
グ

対
象

外
の

都
道

府
県

へ
の

派
遣

で
あ

る
こ

と

（
イ

）原
則

、
各

基
本

領
域

の
専

門
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

整
備

基
準

に
定

め
る

専
門

研
修

指
導

医
の

要
件

を
満

た
す

医
師

で
あ

る
こ

と

（
ロ

）派
遣

元
と

派
遣

先
の

連
携

・
調

整
に

よ
り

派
遣

さ
れ

た
医

師
で

あ
る

こ
と

（
ハ

）
専

攻
医

の
指

導
を

行
う

こ
と

等
を

通
じ

て
、

専
門

研
修

の
充

実
に

資
す

る
勤

務
形

態
で

あ
る

こ
と

具
体

例
・

派
遣

元
か

ら
、

出
向

等
の

形
式

で
異

動
し

た
上

で
、

所
定

の
期

間
が

経
過

し
た

後
に

派
遣

元
に

戻
る

予
定

の
医

師
・

そ
の

他
、

派
遣

元
か

ら
専

攻
医

を
受

け
入

れ
て

指
導

を
行

っ
て

い
る

な
ど

、
専

門
研

修
環

境
の

向
上

に
資

す
る

医
師

・
い

わ
ゆ

る
医

局
か

ら
の

派
遣

も
実

績
の

対
象

と
し

て
よ

い
留

意
事

項
・

双
方

の
合

意
形

成
の

元
で

派
遣

さ
れ

て
い

る
医

師
に

限
る

こ
と

。
調

整
の

事
実

が
な

い
こ

と
が

疑
わ

れ
る

場
合

は
改

め
て

確
認

す
る

場
合

が
あ

る
。

具
体

例
・

常
勤

/
非

常
勤

の
勤

務
形

態
や

、
派

遣
期

間
に

よ
ら

ず
、

専
攻

医
の

指
導

に
当

た
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

場
合

・
週

当
た

り
勤

務
日

数
が

週
５

日
未

満
の

場
合

や
月

単
位

の
勤

務
（
例

：
週

３
日

の
非

常
勤

勤
務

を
６

か
月

間
行

う
場

合
な

ど
）
で

あ
っ

て
も

、
専

攻
医

の
指

導
を

担
当

し
う

る
場

合
留

意
事

項
・

週
あ

た
り

派
遣

日
数

に
つ

い
て

は
、

概
ね

半
日

（
午

前
ま

た
は

午
後

）
以

上
の

勤
務

を
１

日
と

カ
ウ

ン
ト

す
る

。
・

派
遣

期
間

に
つ

い
て

は
、

概
ね

半
月

以
上

を
１

か
月

と
カ

ウ
ン

ト
す

る
。

・
常

勤
医

と
は

、
派

遣
先

で
週

3
2時

間
以

上
勤

務
す

る
医

師
を

指
す

。

留
意

事
項

・
報

告
時

点
で

研
修

施
設

と
な

っ
て

い
な

い
も

の
の

、
指

導
医

が
派

遣
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

研
修

施
設

の
要

件
を

満
た

し
、

研
修

施
設

と
し

て
の

学
会

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
し

て
い

る
場

合
も

、
研

修
施

設
へ

の
派

遣
実

績
に

含
め

る
。

具
体

例
・

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
等

の
連

携
先

要
件

を
満

た
す

地
域

へ
の

派
遣

留
意

事
項

・
指

導
医

と
専

攻
医

が
共

に
派

遣
先

（連
携

先
）
で

勤
務

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
が

、
指

導
医

単
独

で
の

派
遣

も
実

績
に

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
派

遣
先

に
つ

い
て

は
、

派
遣

元
の

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

連
携

施
設

の
み

な
ら

ず
、

他
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

基
幹

施
設

や
連

携
施

設
も

実
績

に
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
１

）
医

師
や

派
遣

先
に

お
け

る
勤

務
形

態
（
２

）
派

遣
先

令
和

７
年

度
第

２
回

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
-
１

令
和

７
年

７
月

2
4
日

日
本
専

門
医
機

構
資
料

6



専
門

研
修

指
導

医
の

派
遣

実
績

及
び

加
算

数

7

①
②

③
④

領
域

都
道

府
県

加
算

上
限

派
遣

医
師

人
数

（
人

）

①
の

派
遣

実
績

（
人

・
年

）

派
遣

医
師

人
数

（
人

）
の

う
ち

、
派

遣
先

が
足

下
充

足
率

0.
7 以

下
へ

の
派

遣
（

人
）

③
に

よ
る

派
遣

実
績

（
人

・
年

）

実
績

の
加

算
数

へ
の

換
算

（
②

×
0.
5

＋
④

×
0.
5）

加
算
数

内
科

東
京

都
50

1,
26

5
88

4
54

3
41

5
64

9
50

内
科

京
都

府
9

30
3

24
5

23
21

13
3

9
内

科
大

阪
府

8
17

3
12

6
7

3
65

8
内

科
和

歌
山

県
3

9
9

2
2

6
3

内
科

岡
山

県
6

24
0

21
9

0
0

10
9

6
内

科
福

岡
県

18
15

5
97

1
1

49
18

内
科

長
崎

県
3

11
11

0
0

6
3

小
児

科
東

京
都

9
23

4
12

2
1

1
61

9
皮

膚
科

東
京

都
5

62
47

1
1

24
5

皮
膚

科
京

都
府

1
52

15
0

0
8

1
精

神
科

東
京

都
10

16
9

14
7

15
13

80
10

精
神

科
石

川
県

1
5

5
0

0
3

1
精

神
科

岡
山

県
1

73
68

1
1

35
1

精
神

科
福

岡
県

2
10

8
0

0
4

2
精

神
科

佐
賀

県
1

9
2

2
1

1
1

整
形

外
科

東
京

都
12

40
6

28
5

12
0

69
17

7
12

整
形

外
科

京
都

府
2

98
93

0
0

47
2

整
形

外
科

福
岡

県
4

14
7

11
4

2
2

58
4

次
項

に
続

く

令
和

７
年

度
第

２
回

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
-
１

令
和

７
年

７
月

2
4
日

日
本
専

門
医
機

構
資
料

7



専
門

研
修

指
導

医
の

派
遣

実
績

及
び

加
算

数
（
続

き
）

8

①
②

③
④

領
域

都
道

府
県

加
算

上
限

派
遣

医
師

人
数

（
人

）

①
の

派
遣

実
績

（
人

・
年

）

派
遣

医
師

人
数

（
人

）
の

う
ち

、
派

遣
先

が
足

下
充

足
率

0.
7 以

下
へ

の
派

遣
（

人
）

③
に

よ
る

派
遣

実
績

（
人

・
年

）

実
績

の
加

算
数

へ
の

換
算

（
②

×
0.
5

＋
④

×
0.
5）

加
算
数

眼
科

東
京

都
6

16
7

10
2

7
2

52
6

眼
科

京
都

府
1

50
35

0
0

17
1

眼
科

大
阪

府
3

40
32

0
0

16
3

耳
鼻

咽
喉

科
東

京
都

4
89

73
6

3
38

4
耳

鼻
咽

喉
科

愛
知

県
2

7
5

0
0

2
2

耳
鼻

咽
喉

科
京

都
府

1
39

37
0

0
19

1
泌

尿
器

科
京

都
府

1
77

73
0

0
37

1
脳

神
経

外
科

東
京

都
4

29
0

22
8

15
0

12
0

17
4

4
放

射
線

科
東

京
都

6
20

4
11

6
14

3
83

99
6

放
射

線
科

京
都

府
1

14
4

12
5

2
2

63
1

放
射

線
科

岡
山

県
1

42
42

0
0

21
1

放
射

線
科

福
岡

県
1

35
29

3
3

16
1

麻
酔

科
東

京
都

8
29

0
13

7
24

2
10

2
12

0
8

麻
酔

科
京

都
府

2
76

56
7

1
29

2
麻

酔
科

岡
山

県
1

12
2

85
8

7
46

1
麻

酔
科

沖
縄

県
1

0
0

0
0

0
0

形
成

外
科

東
京

都
4

94
80

13
10

45
4

形
成

外
科

兵
庫

県
2

12
8

11
8

8
2

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
科

東
京

都
2

56
51

22
20

36
2

令
和

７
年

度
第

２
回

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
-
１

令
和

７
年

７
月

2
4
日

日
本
専

門
医
機

構
資
料
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専
門
研
修
指
導
医
(常

勤
)の

医
師
少
数
区
域
へ
の
派
遣
実
績

に
応
じ
た
シ
ー
リ
ン
グ
数
の
追
加
(案

)

9

⑴
⑵

⑶
⑷

⑴
⑵

⑶
⑷

領
域

都
道

府
県

加
算

上
限

全
派

遣
実

績
の

う
ち

、
医

師
少

数
区

域
に

週
５

日
派

遣
し

て
い

る
派

遣
実

績
(人

・
年

)

⑵
/⑴

追
加
数
(案
)

領
域

都
道

府
県

加
算

上
限

全
派

遣
実

績
の

う
ち

、
医

師
少

数
区

域
に

週
５

日
派

遣
し

て
い

る
派

遣
実

績
(人

・
年

)

⑵
/⑴

追
加
数
(案
)

内
科

東
京

都
50

86
2

2
眼

科
東

京
都

6
3

1
1

内
科

京
都

府
9

29
3

3
眼

科
京

都
府

1
0

0
0

内
科

大
阪

府
8

0
0

0
眼

科
大

阪
府

3
0

0
0

内
科

和
歌

山
県

3
2

1
1

耳
鼻

咽
喉

科
東

京
都

4
7

2
2

内
科

岡
山

県
6

23
4

4
耳

鼻
咽

喉
科

愛
知

県
2

1
1

1
内

科
福

岡
県

18
3

0
0

耳
鼻

咽
喉

科
京

都
府

1
2

2
1

内
科

長
崎

県
3

0
0

0
泌

尿
器

科
京

都
府

1
5

5
1

小
児

科
東

京
都

9
20

2
2

脳
神

経
外

科
東

京
都

4
32

8
4

皮
膚

科
東

京
都

5
4

1
1

放
射

線
科

東
京

都
6

24
4

4
皮

膚
科

京
都

府
1

1
1

1
放

射
線

科
京

都
府

1
0

0
0

精
神

科
東

京
都

10
17

2
2

放
射

線
科

岡
山

県
1

0
0

0
精

神
科

石
川

県
1

0
0

0
放

射
線

科
福

岡
県

1
3

3
1

精
神

科
岡

山
県

1
19

19
1

麻
酔

科
東

京
都

8
43

5
5

精
神

科
福

岡
県

2
2

1
1

麻
酔

科
京

都
府

2
0

0
0

精
神

科
佐

賀
県

1
2

2
1

麻
酔

科
岡

山
県

1
0

0
0

整
形

外
科

東
京

都
12

36
3

3
麻

酔
科

沖
縄

県
1

0
0

0
整

形
外

科
京

都
府

2
0

0
0

形
成

外
科

東
京

都
4

14
4

4
整

形
外

科
福

岡
県

4
4

1
1

形
成

外
科

兵
庫

県
2

2
1

1
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

科
東

京
都

2
6

3
2

※
1

「
⑴

加
算

上
限

」
は

、
通

常
プ

ロ
グ

ラ
ム

加
算

数
を

設
定

す
る

際
の

上
限

。
※

2
⑵

は
、

専
門

研
修

指
導

医
を

、
シ

ー
リ

ン
グ

対
象

外
の

都
道

府
県

の
医

師
少

数
区

域
に

、
常

勤
に

相
当

す
る

週
5日

、
派

遣
し

て
い

る
実

績
。

※
3

「
⑷

追
加

数
(案

)」
は

、
「

⑴
加

算
上

限
数

」
と

「
⑵

医
師

少
数

区
域

へ
の

常
勤

の
指

導
医

派
遣

実
績

」
の

比
率

（
 =

⑶
 ）

を
も

と
に

、
上

限
を

「
⑴

加
算

上
限

」
の

値
と

し
、

算
出

。
追

加
数

(案
)の

合
計

は
50

枠
と

な
り

、
通

常
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
シ

ー
リ

ン
グ

数
2,

07
1の

３
％

未
満

と
な

る
。

な
お

、
追

加
す

る
枠

数
は

、
次

年
度

以
降

の
シ

ー
リ

ン
グ

数
算

出
の

際
の

採
用

実
績

に
は

計
上

し
な

い
も

の
と

す
る

。

令
和

７
年

度
第

２
回

 医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

医
師

専
門

研
修

部
会

資
料

１
−

４
(追

加
資

料
)

令
和

７
年

７
月

2
4

日
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事 務 連 絡 

令和７年 12 月 19 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

                     厚生労働省医政局医事課 

                     医 師 臨 床 研 修 推 進 室 

 

 

令和９年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員上限について 

 

 

平素より医師臨床研修制度の推進にご尽力を賜り誠にありがとうございます。  

標記については、令和７年 12 月５日に開催した医道審議会医師分科会医師臨

床研修部会の審議を踏まえ、医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 16 条の３第

１項に基づき、令和９年度から臨床研修を開始する研修医の定員を別紙のとお

り決定しましたのでご連絡します。 

 つきましては、令和８年４月 10 日（金）までに、地域医療対策協議会等の審

議を踏まえ、別紙に記載の募集定員上限の範囲内で管内臨床研修病院の定員配

分及び当該定員の算定方法について、管轄する地方厚生局医事課宛てご提出願

います。 

 なお、基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を両立す

るための研修プログラム（基礎研究医プログラム）にかかる定員については、

別途通知することを申し添えます。 
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① ①’ ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

④-１ ④-２ ④-３ ④-４ ②+③+④（※４） ⑦－⑤ ⑤－⑥ ⑤＋⑧－⑩＋⑪

北海道 412 412 354 19 36 2 0 0 407 331 0 0 0 0 1 408

青森 160 149 99 65 10 0 0 0 173 91 0 0 82 13 0 160

岩手 139 118 97 44 10 0 0 0 150 72 0 0 78 12 0 138

宮城 214 214 190 8 14 1 0 0 211 185 0 0 0 0 1 212

秋田 105 103 76 36 8 0 0 0 119 65 0 0 54 8 0 111

山形 131 120 86 26 9 1 0 0 121 69 0 0 52 1 0 120

福島 183 163 122 58 13 0 0 0 192 129 0 0 63 10 0 182

茨城 270 234 197 64 0 0 0 0 259 205 0 0 54 8 0 251

栃木 185 185 159 17 12 0 0 0 186 170 0 0 0 0 0 186

群馬 158 153 133 21 10 0 0 0 162 111 0 0 51 8 0 154

埼玉 518 518 515 32 0 0 0 0 540 456 0 0 0 0 0 540

千葉 494 494 439 74 0 0 0 0 507 467 0 0 0 0 0 507

東京 1,254 1,254 1,195 22 0 7 1 0 1,211 1,248 1,241 30 0 0 0 1,241

神奈川 658 658 648 23 0 0 0 0 664 634 0 0 0 0 0 664

新潟 214 214 147 29 11 11 0 0 197 154 0 0 0 0 15 212

富山 105 105 85 18 6 0 0 0 108 88 0 0 0 0 0 108

石川 127 127 93 7 7 1 0 0 107 111 111 4 0 0 15 126

福井 86 86 62 9 5 0 0 0 76 54 0 0 0 0 9 85

山梨 105 83 67 48 5 0 0 0 119 58 0 0 61 9 0 110

長野 174 174 139 24 10 0 0 0 172 143 0 0 0 0 0 172

岐阜 178 178 134 37 10 0 0 0 179 171 0 0 0 0 0 179

静岡 303 303 248 62 0 1 0 0 308 287 0 0 0 0 0 308

愛知 551 551 524 37 0 1 0 0 555 552 0 0 0 0 0 555

三重 168 168 120 49 9 1 0 0 178 154 0 0 0 0 0 178

滋賀 124 124 102 14 8 1 0 0 124 115 0 0 0 0 0 124

京都 250 250 197 7 0 0 0 0 203 249 248 45 0 0 0 248

大阪 630 630 615 16 0 0 0 0 623 634 624 1 0 0 0 624

兵庫 400 400 375 18 0 2 0 0 390 402 396 6 0 0 0 396

奈良 123 123 104 16 0 0 0 0 119 122 122 3 0 0 0 122

和歌山 119 119 74 34 6 0 0 0 113 108 0 0 0 0 5 118

鳥取 82 82 46 37 4 0 0 0 85 43 0 0 0 0 0 85

島根 85 75 55 28 4 5 0 0 91 55 0 0 36 6 0 85

岡山 188 188 154 3 11 1 0 0 168 162 0 0 0 0 18 186

広島 203 203 190 20 0 3 0 0 211 179 0 0 0 0 0 211

山口 125 125 108 14 8 1 0 0 130 105 0 0 0 0 0 130

徳島 78 78 59 14 5 1 0 0 77 49 0 0 0 0 0 77

香川 100 100 77 11 0 10 0 0 97 64 0 0 0 0 2 99

愛媛 126 126 107 21 8 4 0 0 139 81 0 0 0 0 0 139

高知 92 92 56 34 4 1 0 0 93 49 0 0 0 0 0 93

福岡 399 399 402 4 0 1 0 0 402 372 0 0 0 0 0 402

佐賀 80 80 67 6 0 1 0 0 73 56 0 0 0 0 6 79

長崎 148 148 106 17 0 39 0 0 161 98 0 0 0 0 0 161

熊本 136 136 119 4 9 1 0 0 132 105 0 0 0 0 3 135

大分 101 101 92 13 7 1 0 0 112 75 0 0 0 0 0 112

宮崎 111 111 87 19 7 1 0 0 113 61 0 0 0 0 0 113

鹿児島 156 149 111 20 8 40 0 0 178 87 0 0 91 14 0 164

沖縄 156 156 107 17 0 38 0 0 160 153 0 0 0 0 0 160

計 10,904 10,759 9,338 1,214 274 177 1 0 10,895 9,429 89 622 89 75 10,970

（※１）「研修医総数推計値」は、令和９年度研修希望者数推計値に、研修希望者数に対する採用実績数の割合の過去３年平均（0.90）を乗じて算出

　　　→令和９年度研修希望者数推計値  10,376人×0.90＝9,338人

（※３）面積当たり医師数については、全国の平均値よりも少ない場合等に加算

（※４）②～④-２の合計が全国の募集定員上限(10,895人)を上回る場合、超過分を各都道府県の②「基本となる数」に応じて按分する形で調整

（※６）四捨五入等の関係で表記上合計が一致しない場合がある。

基本となる数
（全国の研修医総
数推計値を人口
分布や医学部入
学定員で按分）

（※１）

地域枠による
加算

（※２）

地理的条件等による加算

④

（※２）地域枠学生数（実績）に今回の倍率（1.05）を乗じて算出

（※５)⑥から⑩の計算は、直近の採用数等の保障による激変緩和のための加減であり、追加する都道府県の定員は、他の都道府県の「仮上限」から、当該都道府県の「仮上限」と直近の採
用数との差に応じて削減することにより調整。ただし、「令和８年度の募集定員上限を全て病院に配分した都道府県」は、「仮上限」からの定員削減の対象外（⑨＝０）とする
　⑫の計算は、令和８年度の募集定員上限からの減少率が１％を上回る都道府県に対して、令和８年度の募集定員上限からの減少率が１％となるまで加算
　また、広域連携型プログラムに係る対象人数は以下の通りとする。
東京都:62人以上(自都内:25人まで)、京都府:12人以上(自府内:5人まで)、大阪府:31人以上(自府内:0人)、岡山県:9人以上(自県内:4人まで)、福岡県:20人以上(自県内:8人まで)

基本となる数と加
算の合計（仮上限）

直近の採用数等の保障

１％まで戻す
ための追加配

分

R９募集定員
上限
（※５）

地理的条件（100k㎡
キロメートルあたりの
医師数）による加算

（※３）

地理的条件（離島の
人口、離島の数）によ

る加算

医師少数区域の
人口に応じた加算

都道府県間の医師
偏在状況に応じた

加算

直近（R７年度）
の採用数

①×0.99と
⑥のうち
少ない方

R８年度募集
定員上限

R８年度病院
募集定員合計

令和９年度臨床研修　都道府県別募集定員上限 別紙

仮上限に足す
数

仮上限と昨年
実績との差

仮上限から削
る数(足す数の
合計を⑨で按

分)
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事 務 連 絡 

令和８年２月 20 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

                     厚生労働省医政局医事課 

                     医 師 臨 床 研 修 推 進 室 

 

 

令和９年度から開始する基礎研究医プログラムの募集定員について 

 

 

平素より医師臨床研修制度の推進にご尽力を賜り誠にありがとうございます。  

標記については、令和８年２月 19 日に開催した医道審議会医師分科会医師臨

床研修部会の審議を踏まえ、令和９年度から開始する基礎研究医プログラムの

定員を別紙のとおり決定しましたのでご連絡します。 

 つきましては、令和８年 10 月 31 日時点における以下の情報を別添様式に記

載し、地方厚生局医事課宛てご提出願います。なお、これらの情報は、今後、

本プログラムの在り方を検討する際に活用させていただきます。 

 ・研修医の選考方法 

・プログラムへの応募人数 

・研修医の内定結果 
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（別添） 

 

令和９年度基礎研究医プログラム報告書 

 

大学病院名             

 

① 研修医の選考方法 

 

② プログラムへの応募人数（令和８年 10 月 31 日時点） 

                 

    名（うち自大学出身者   名） 

 

③ 研修医の内定結果（令和８年 10 月 31 日時点） 

                 

    名（うち自大学出身者   名） 

 

（留意事項） 

・①については、少なくとも選考期間、選考形式、選考体制、応募者からの提出書類につ

いて記載すること。なお、別に定める募集要項等があればその添付でも差し支えない。 

・②及び③については、二次募集を行った場合はその人数も含めること。 
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令
和
９
年
度
基
礎
研
究
医
プ
ロ
グ
ラ
ム
定
員

定
員

大
学

病
院

の
名

称
都

道
府

県
１

東
北
大
学
病
院

宮
城
県

1
1

筑
波
大
学
附
属
病
院

茨
城
県

2
1

獨
協
医
科
大
学
病
院

栃
木
県

3
1

埼
玉
医
科
大
学
病
院

埼
玉
県

4
1

千
葉
大
学
医
学
部
附
属
病
院

千
葉
県

5
1

順
天
堂
大
学
医
学
部
附
属
順
天
堂
医
院

東
京
都

6
1

日
本
医
科
大
学
付
属
病
院

7
1

東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
附
属
病
院

8
2

東
京
科
学
大
学
病
院

9
2

慶
應
義
塾
大
学
病
院

10
1

日
本
大
学
医
学
部
附
属
板
橋
病
院

11
1

帝
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院

12
2

横
浜
市
立
大
学
附
属
病
院

神
奈
川
県

13
1

聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学
病
院

14
1

北
里
大
学
病
院

15
1

山
梨
大
学
医
学
部
附
属
病
院

山
梨
県

16
1

藤
田
医
科
大
学
病
院

愛
知
県

17

定
員

大
学

病
院

の
名

称
都

道
府

県
1

浜
松
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院

静
岡
県

18
1

金
沢
大
学
附
属
病
院

石
川
県

19
1

金
沢
医
科
大
学
病
院

20
1

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院

滋
賀
県

21
2

京
都
大
学
医
学
部
附
属
病
院

京
都
府

22
1

京
都
府
立
医
科
大
学
附
属
病
院

23
2

大
阪
大
学
医
学
部
附
属
病
院

大
阪
府

24
1

大
阪
公
立
大
学
医
学
部
附
属
病
院

25
1

関
西
医
科
大
学
病
院

26
1

奈
良
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院

奈
良
県

27
1

和
歌
山
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院

和
歌
山
県

28
1

岡
山
大
学
病
院

岡
山
県

29
1

広
島
大
学
病
院

広
島
県

30
1

香
川
大
学
医
学
部
附
属
病
院

香
川
県

31
1

久
留
米
大
学
病
院

福
岡
県

32
２

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

大
分
県

33
1

鹿
児
島
大
学
病
院

鹿
児
島
県

34

別
紙
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臨床研修病院の実地調査実施要綱 

 

１ 目的 

この要綱は、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14

年厚生労働省令第 158 号。以下「臨床研修省令」という。）第 17条第２項に規定する都

道府県知事が行う実地調査を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。 

都道府県知事は、臨床研修制度の適正な実施を図るため、本要綱に基づき、臨床研修

病院が適正な指導体制等を有し、かつ、臨床研修省令第２条に規定する基本理念に沿っ

た研修を行っているか否かについて、実地に調査するものとする。 

 

２ 調査対象 

 Ⅰ 臨床研修病院の新規指定に係るもの 

  １） 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、医師法第十六

条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（平成 15 年６月

12日付け医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」という。）

第２の５（１）エの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない病院。 

※ 協力型臨床研修病院として、申込みを行った年度に研修医を受け入れている

又は当該年度以降に受入れを予定している病院に限る。 

また、過去に実地調査の結果を踏まえて指定を取り消された病院については、

その後、協力型臨床研修病院として、研修医に対して２年間臨床研修を行った

ことに相当する実績がある場合に限る。 

※ 施行通知第２の５（１）エの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない当

該病院は、施行通知第２の５（１）エ(ｱ)により、別紙１の様式に基づいて申込

みを行うこと。 

  ２） 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、指定申請書等  

を審査した結果、調査が必要と認める病院。 

※ 過去に実地調査の結果を踏まえて指定を取り消された病院については、その

後、協力型臨床研修病院として、研修医に対して２年間臨床研修を行ったこと

に相当する実績がある場合に限る。 

 

 

別添 
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 Ⅱ 臨床研修病院の指定継続に係るもの 

１） 施行通知第２の５（１）エの基幹型臨床研修病院の指定基準に２年以上にわたり

適合しない基幹型臨床研修病院であって、かつ、研修医が在籍している病院。 

２） 書面審査の結果、施行通知第２の５（１）の指定基準（ただし、エを除く。）に

２年以上にわたり適合しないと疑われる基幹型臨床研修病院のうち、調査が必要

と認め、かつ、研修医が在籍している病院。 

３） １）及び２）以外で、臨床研修の実施に当たり、特に都道府県知事又は厚生労働

大臣が調査を行う必要（管内臨床研修病院が抱える懸案事項、施行通知第２の５

（１）の基幹型臨床研修病院の指定基準の遵守状況等の確認（定期巡回等）を含

む。）があると認める病院。 

 

Ⅲ 上記のⅠ又はⅡにより実地調査を実施した結果、指定を継続又は新たに指定された

病院 

 

３ 調査の実施主体 

都道府県 

※ただし、「２ 調査対象」のⅡの３）に該当する病院の調査については、当該病院の

同意がある場合、厚生労働省本省又は地方厚生局が実施することも可能である。 

 

４ 調査時期 

１）「２ 調査対象」のⅠの病院 

施行通知第２の５（１）エ(ｱ)の申込書又は指定申請書の提出後、新規指定まで

に適宜実施 

２）「２ 調査対象」のⅡの１）及び２）の病院 

    施行通知第２の５（１）の基準を２年以上にわたって適合しなかった年度の翌

年度以降、速やかに実施 

３）「２ 調査対象」のⅡの３）の病院 

    都道府県が実施主体の場合は、調査の必要性を認めた後、速やかに実施 

    厚生労働省本省又は地方厚生局が実施主体の場合は、調査の必要性を認めた後、

当該臨床研修病院の同意を得た後、速やかに実施 

４）「２ 調査対象」のⅢの病院 

本調査により新たに基幹型臨床研修病院に指定された又は継続された場合は、

当該年度以降、２年以上にわたって施行通知第２の５（１）の指定基準に適合しな

くなった翌年度以降、速やかに実施 
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５ 調査の視点 

「６ 調査項目、評価基準等」の１）外形基準については、施行通知第２の５（１）

及び（２）の指定基準の適合状況を実地で確認するとともに、基幹型臨床研修病院につ

いては、次の１）及び２）を通じて、臨床研修の基本理念に相応しく、研修医及び研修

プログラムについての全体的な管理・責任を有する臨床研修病院として適当であるか否

かという視点から調査を実施する。また、別紙５のとおり調査票例を添付するので調査

を行う際の参考とすること。 

１）臨床研修病院の指導・管理体制に関する事項 

①研修を行うのに十分な症例や相応しい環境が整備されているか 

②研修医の診療内容や説明について、指導医等から適切な助言・指導が行われてい

るか 

③研修が組織的・計画的に行われ、管理体制が適切に確立されているか 

 

２）研修医の基本的診療能力に関する事項 

  ①患者・家族や他の医療従事者と十分なコミュニケーションをとり、良好な関係を  

築いているか 

②患者の問題を把握し、検査や治療の計画の全体像を把握して診療に当たり、臨床

上の疑問を解決するための自己学習の習慣が身についているか 

  ※「２ 調査対象」のⅠの病院にあっては、主に、申込みを行った年度に協力型臨床研

修病院として研修を担当している診療分野について調査を行う。 

 

６ 調査項目、評価基準等 

１）外形基準 

施行通知第２の５（１）及び（２）に規定する臨床研修病院の指定の基準に適合

することを証する書類等により確認するものとする。 

 

２）研修医の診療経験 

研修医に対して次の項目のアンケートを実施するものとする。（別紙２） 

①基本的な臨床検査・手技について自ら実施することや結果を解釈することの自己

評価 

②経験症例数 

③診療科別の研修施設の状況や研修期間 

④その他 

   ※「２ 調査対象」のⅠの病院の研修医については、別紙２の３及び４のみの回答と

する。 

 

18



5 
 

３）研修医の基本的診療能力 

研修医が担当した症例についての主訴、現病歴などの経過概要のプレゼンテーシ

ョンや研修医へのインタビューにより、次に掲げる項目を確認するものとする。（別

紙３） 

①入院の目的の理解 

②入院中の診察・診断 

③入院中の検査・治療 

④退院の判断 

⑤説明と同意 

⑥その他 

※研修医の基本的診療能力を調査するに当たっては、当該病院での研修において、ど 

のような指導によって基本的診療能力が修得されたかを把握する。 

 

４）評価基準 

「２ 調査対象」のⅡの１）及び２）の病院に対する調査結果については、総合評

価として、以下のＡ、Ｂ、Ｂ－、Ｃの４段階で評価するものとする。（別紙４） 

Ａ 指導・管理体制に関する事項及び研修医の基本的診療能力の修得に関する事項

の全てにおいて「適切」とされるもの 

Ｂ Ａ、Ｂ－及びＣ以外のもの 

Ｂ－ 評価項目の全てについて、「適切」又は「概ね適切」と評価され、そのうち

過半数が「概ね適切」とされるもの 

Ｃ 評価項目の一部について、「不適切」とされるもの 

 

５）実施体制等 

必要に応じて、臨床研修病院の評価に関して知見を有する外部有識者を活用すると

ともに、全体の企画や進行管理等に配慮しつつ、公平・公正かつ効果的な調査となるよ

う留意する。 

さらに、各地方厚生局ともスケジュール等を調整の上、合同で調査を行うなど、臨床

研修病院の負担に配慮した上で実施する。 

 

７ 調査後の措置 

１）都道府県が実施した調査の結果を踏まえた措置については、原則として、都道府県が

実施した場合は地方厚生局へ、厚生労働省本省又は地方厚生局が実施した場合は都道

府県へ通知することとするが、次のとおり取り扱うこととする。 

 ➀ 指定基準の判断を行う場合 

地域医療対策協議会の意見を聴いた上で、適切な指導体制が確保され、研修医 

が基本的診療能力を修得できると認められる場合（指定継続の判断に当たっては、
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「６ 調査項目、評価基準等」の４）の総合評価がＡ又はＢと評価された場合に限

る。）は、指定を継続又は新たに指定する。ただし、新規指定後や指定継続後も実

地調査又は書面調査等を行い、適正であることを確認することとする。 

適切な指導体制が確保されていない又は研修医が基本的診療能力を修得できな

いと認められる場合（指定継続の判断に当たっては、「６ 調査項目、評価基準等」

の４）の総合評価が連続でＢ－又はＣと評価された場合に限る。）は、原則として

指定取消の対象とする。 

調査の結果、改善等必要な指示を行った場合、書面等による改善結果等の報告を

徴収することとし、その指示及び報告内容については、当該基幹型臨床研修病院の

所在地を管轄する地方厚生局に通知する。 

② ➀以外の場合 

調査の結果、改善等必要な指示を行った場合、書面等による改善結果等の報告を

徴収することとし、その指示及び報告内容については、当該基幹型臨床研修病院の

所在地を管轄する地方厚生局に通知する。 

 

２）厚生労働省本省又は地方厚生局が実施した調査の結果を踏まえた措置については、

次のとおり取り扱うこととする。 

調査の結果、改善等必要な指示を行った場合、書面等による改善結果等の提出を

求めることとし、その指示及び提出された改善結果等については、当該基幹型臨床

研修病院を所掌する都道府県に通知する。 
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京 都 府 医 療 対 策 協 議 会 設 置 要 綱 
 
（名 称） 
第１条 本協議会は、京都府医療対策協議会（以下「協議会」という。）と称する。 
 
（目 的） 
第２条 協議会は、医師不足・偏在問題に対応するため、医療関係者の参加を得て、実

効性のある施策や中長期的な対応方策等について意見聴取又は意見交換を行い、これ
を推進することを目的とする。 

 
（構成団体等） 
第３条 協議会は、次に定める機関や団体等により構成する。 
 (1) 診療に関する学識経験者の団体 
 (2) 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関 
  (3) 特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関、臨床研修指定病院等の機関 
  (4) その他知事が必要と認める機関、団体等 
 

(座 長) 
第４条 協議会に座長を置き、構成団体の互選によってこれを定める。 

２ 座長は会務を総括し、会議の議長となる。 

３ 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 
 
（協議会の開催・招集） 
第５条 協議会は、必要に応じ開催するものとし、京都府健康福祉部長が招集する。 
２ 健康福祉部長は、必要と認めるときは、構成団体以外の専門的な知識を有する者の

出席を求めることができる。 
 
（意見聴取等事項） 
第６条 協議会では次に掲げる事項について意見聴取又は意見交換を行う。 
  (1) 医師確保困難地域に係る医師確保（派遣）方策の具体化 
  (2) 地域における効果的な医師配置等のあり方 
  (3) 臨床研修修了医師、医師バンク登録医師等の育成システム等 
  (4) 女性医師等の再就業支援のあり方 
  (5) その他目的の達成に必要な事項 
 
（部 会） 
第７条 協議会に、専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。 
 
（事 務） 
第８条 協議会の事務は、健康福祉部医療課が処理する。 
 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、健康福祉部

長が定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成 18 年 10 月 23 日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 22 年２月 19 日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 25 年２月 20 日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 31 年４月 25 日から施行する。 
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